
２　総　　　務

平成28年度
全国統一防火標語

「消しましょう　その火その時　その場所で」
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⑴　消　防　機　構

庶　務　係

経　理　係

予　防　係

危 険 物 係

警　防　係

救急救助係

通信指令室

第 １ 小 隊

第 ２ 小 隊

第 ３ 小 隊

第 １ 小 隊

第 ２ 小 隊

第 ３ 小 隊

第 １ 小 隊

第 ２ 小 隊

第 １ 小 隊

第 ２ 小 隊

総　務　課

消　防　長 次　　　長 予　防　課

警　防　課

第 １ 中 隊

第 ２ 中 隊

第 １ 中 隊

第 ２ 中 隊

芦
北
消
防
署

水
俣
消
防
署
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⑵　消防本部、署の事務分掌

消防本部

総務課

庶務係

①　公印の保管に関すること。

②　文書の収発、審査、保存その他保管に関すること。

③　渉外に関すること。

④　消防法規の制定及び改廃に関すること。

⑤　消防職員（以下「職員」という。）の任免、服務、規律その他身分取扱に関すること。

⑥　職員の給与、福利厚生及び保健に関すること。

⑦　職員の教養、研修に関すること。

⑧　職員の公務災害補償及び消防賞じゅつ金に関すること。

⑨　表彰に関すること。

⑩　職員の採用試験及び昇任試験に関すること。

⑪　被服その他の貸与に関すること。

⑫　退職手当及び退職年金等に関すること。

⑬　消防統計及び広報に関すること。

⑭　消防の応援協定に関すること。

⑮　各種協議会に関すること。

⑯　他係に属しないこと。

経理係

①　消防費予算の編成及び執行調整に関すること。

②　消防費にかかる地方債並びに国庫（県）補助に関すること。

③　消防費にかかる契約に関すること。

④　消防費にかかる物品の出納、保管に関すること。

⑤　消防経費に関すること。

⑥　消防庁舎その他消防施設の維持管理に関すること。

⑦　消防費にかかる財産の取得及び管理処分に関すること。

⑧　消防手数料に関すること。

⑨　その他経理係の分掌を適当とする事項
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予防課

予防係

①　予防広報に関すること。

②　火災予防思想の普及に関すること。

③　自主防災組織の育成及び指導に関すること。

④　婦人防火クラブの育成及び指導に関すること。

⑤　幼年、少年消防クラブの育成及び指導に関すること。

⑥　自衛消防隊の育成指導に関すること。

⑦　防火対象物の査察に関すること。

⑧　建築物の確認の同意に関すること。

⑨　消防用設備等の指導、取締りに関すること。

⑩　防火管理者及び消防設備士に関すること。

⑪　消防計画の作成指導に関すること。

⑫　防炎物品に関すること。

⑬　火災予防違反処理に関すること。

⑭　その他予防係の分掌を適当とする事項

危険物係

①　危険物の規制に関すること。

②　少量危険物の規制に関すること。

③　指定可燃物の規制に関すること。

④　危険物施設の査察に関すること。

⑤　液化石油ガス販売事業所許可に対する意見書の交付に関すること。

⑥　液化石油ガスの設備工事届出に関すること。

⑦　火災予防違反処理に関すること。

⑧　煙火消費許可申請に関すること。

⑨　特殊材料ガスに関すること。

⑩　放射性同位元素取扱事業所に関すること。

⑪　その他危険物係の分掌を適当とする事項
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警防課

警防係

①　警防計画の作成及び実施に関すること。

②　消防演習その他消防隊の訓練計画に関すること。

③　水火災及びその他災害等の報告並びに統計に関すること。

④　消防機械器具の維持及び管理に関すること。

⑤　消防機械器具の補充及び改善等に関すること。

⑥　消防車両の登録及び検査に関すること。

⑦　その他警防係の分掌を適当とする事項

救急救助係

①　救急及び救助計画に関すること。

②　救急及び救助訓練の計画に関すること。

③　特殊救急業務の計画及び実施に関すること。

④　救急法及び救助法の指導並びに普及に関すること。

⑤　救急及び救助業務の報告並びに統計に関すること。

⑥　その他救急救助係の分掌を適当とする事項

通信指令室

①　通信及び指令業務に関すること。

②　通信施設の維持管理、改善に関すること。

③　気象観測に関すること。

④　気象情報、災害情報に関すること。

⑤　救急医療情報に関すること。

⑥　通信情報の整理保存に関すること。

⑦　消防情報の収集、記録、広報及び連絡調整に関すること。

⑧　その他通信指令室の分掌を適当とする事項



−23−

消防署

警防係

①　水火災その他災害等の警戒及び防御に関すること。

②　警防計画の実施に関すること。

③　消防演習その他訓練に関すること。

④　消防地理、水利に関すること。

⑤　消防機械器具の維持管理に関すること。

⑥　水火災その他災害等の原因及び損害の調査に関すること。

⑦　罹災証明に関すること。

⑧　火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等に関すること。

⑨　消防団の訓練指導に関すること。

⑩　車両の運行管理に関すること。

⑪　車両の整備に関すること。

⑫　消防法（以下「法」という。）第４条に規定する資料の提出命令、報告に関すること。

⑬　その他警防係の分掌を適当とする事項

救助係

①　救助業務の実施に関すること。

②　救助統計に関すること。

③　救助隊の訓練及び救助計画に関すること。

④　救助法の指導及び普及に関すること。

⑤　救助資機材の維持管理及び改善研究に関すること。

⑥　その他救助係の分掌を適当とする事項
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予防係

①　法第７条に規定する建築物（法第１７条に規定する対象物のうち、延べ面積が特定対

象物にあっては１,０００平方メートル未満、非特定対象物にあっては３,０００平方メート

ル未満）の許可、認可及び確認の同意に関すること。

②　法第８条及び同第８条の２に規定する届出に関すること。

③　同第８条の２の２の規定に関すること。

④　法第１７条の４に規定する建築物（延べ面積が特定対象物にあっては１,０００平方メー

トル未満、非特定対象物にあっては３,０００平方メートル未満）の消防用設備等につい

ての命令に関すること。

⑤　火災予防違反処理に関すること。

⑥　火災予防条例に関すること。

⑦　予防査察に関すること。

⑧　火災予防の広報に関すること。

⑨　自衛消防隊及び幼少年消防クラブ等の指導育成に関すること。

⑩　その他予防係の分掌を適当とする事項

救急係

①　救急業務の実施に関すること。

②　救急統計に関すること。

③　救急隊の訓練及び救急計画に関すること。

④　救急法の指導及び普及に関すること。

⑤　救急資機材の維持管理及び改善研究に関すること。

⑥　その他救急係の分掌を適当とする事項
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⑷　職員の定員及び実員数

階級

区分
司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 士 計

その他
の職員

定 員 70

実 員 1 16 17 15 7 14 70 5

70

（単位：人）

⑶　消　防　庁　舎

区分

本部署名
所　　在　　地 構　　　　　造 面　　　　　積

消防本部　

水俣消防署

〒867-0003

水俣市ひばりヶ丘

３番１２号

本部庁舎及び主訓練塔
　ＲＣ造２階建
　一部５階建

敷地面積  13,744.74㎡
建築面積  1,769.20㎡
延べ面積  2,822.27㎡

副訓練塔
　ＲＣ造３階建

建築面積  44.51㎡
延べ面積  84.32㎡

車庫（消防）
　鉄骨造平屋建

建築面積  174.18㎡
延べ面積  192.12㎡

車庫（事務局）
　鉄骨造平屋建

建築面積  110.25㎡

芦北消防署

〒869-5561

葦北郡芦北町大字芦北

２７５４番地

庁舎
　鉄筋コンクリート造

一部木造平屋建

敷地面積  713.99㎡
建築面積  271.44㎡

車庫（消防車・広報車用）
　鉄骨造平屋建

建築面積  71.94㎡
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⑸　消防本部、消防署人員配置表

階級

本部・署別
司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 士 合　計

その他
の職員

消

防

本

部

消 防 長 1 1

次 長 1 1

総
　
務
　
課

課 長 1 1

課 長 補 佐 1 1

庶 務 係 ⑴ 0⑴

経 理 係 ⑴ 1 1⑴

総 務 課 付 1 1 4 6 1

予
　
防
　
課

課 長 1 1

課 長 補 佐 1 1

予 防 係 ⑴ 0⑴

危 険 物 係 1 1

警
　
防
　
課

課 長 1 1

課 長 補 佐 0

警 防 係 1 1⑴

救 急 救 助 係 1 1

通 信 指 令 室 2 1 1 4 4

警 防 課 付 0

小 計 1 8⑶ 5 2 1 4 21⑶ 5

消

防

署

水
俣
消
防
署

署 長 1 1

副 所 長 2 2

第 １ 中 隊 1 4 4 2 3 14

第 ２ 中 隊 1 3 5 1 3 13

芦
北
消
防
署

署 長 1 1

副 所 長 2 2

第 １ 中 隊 ⑴ 2 2 2 2 8⑴

第 ２ 中 隊 ⑴ 3 2 1 2 8⑴

小 計 0 8⑵ 12 13 6 10 49⑵

合 計 1 16⑸ 17 15 7 14 70⑸ 5

（単位：人）

（　）は事務取扱
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⑹　職員、消防車等に対する人口等調

区 分 人 口 世 帯 数 面 積

職員（７０人）１人当たり 686人 303世帯 6.2㎢

消防ポンプ自動車１台当たり 11,996人 5,302世帯 107.7㎢

救 急 車 １ 台 当 た り 15,995人 7,069世帯 143.6㎢

⑺　職員の年齢調

階級
年齢 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 士 合　計

20　 歳　 未　 満 3 3

20歳以上〜25歳未満 11 11

25歳以上〜30歳未満 8 7 15

30歳以上〜35歳未満 2 7 9

35歳以上〜40歳未満 7 7

40歳以上〜45歳未満 3 3

45歳以上〜50歳未満 3 3 6

50歳以上〜55歳未満 4 2 6

55　 歳　 以　 上 1 9 10

合 計 1 16 17 15 7 14 70

（単位：人）

⑻　職員の勤続年数調
（単位：人）

階級
年齢 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 士 合　計

3　 年　 未　 満 10 10

3 年以上〜5 年未満 1 4 5

5年以上〜10年未満 10 6 16

10年以上〜15年未満 1 4 5

15年以上〜20年未満 9 1 10

20年以上〜25年未満 5 5

25年以上〜30年未満 1 1

30　 年　 以　 上 1 15 2 18

合 計 1 16 17 15 7 14 70



−28−

⑼　職員の専科別研修状況
（単位：人）

階　　級
専 科 別 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 消防士 計

消防大学校

幹 部 科 2 1 3

予 防 科 2 2

警 防 科 1 1

救 助 科 1 1 2

火 災 調 査 科 0

危 険 物 科 2 2

新 任 教 官 科 1 1

小 計 0 6 5 0 0 0 11

救急救命研修所（九州･東京） 1 10 7 2 20

救急救命研修所（指導救命士･薬剤投与） 3 3 6

九 州 地 区 警 防 実 務 研 修 6 8 14

九 州 地 区 予 防 実 務 研 修 5 5

九 州 地 区 救 急 実 務 研 修 1 2 3

県

消

防

学

校

初 任 科 1 16 17 15 7 14 70

幹部
教育

初 級 幹 部 科 11 4 15

中 級 幹 部 科 2 2

専

科

教

育

警防科
無線課程 1 1

警防課程 5 7 12

救助科
救助課程 1 15 17 14 2 49

潜水課程 6 11 17

予防科

予防課程 2 2

査察課程 1 3 5 1 10

危 険 物 3 2 2 7

火災調査 2 7 9

救急科

Ⅰ 課 程 1 16 2 19

Ⅱ 課 程 1 6 1 8

標準課程 7 16 12 6 1 42

特

別

教

育

気 管 挿 管 講 習 6 5 4 2 17

薬 剤 投 与 講 習 4 6 3 13

指 導 員 科 3 9 1 13

指 揮 研 修 0

応急手当指導員科 2 1 3

指導救命士研修 1 1 2

防 災 指 導 員 科 0

梯 子 講 習 1 9 5 15

特 殊 災 害 科 3 3

消 防 体 育 1 2 3

救命士処置拡大 3 5 3 11

職 員 数 1 16 17 15 7 14 70

初任
教育
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⑽　職員の特殊技能、資格取得調

階級
種別 司令長 司　令 司令補 士　長 副士長 消防士 計

救 急 救 命 士 1 10 6 5 22

指 導 救 命 士 2 2 4

気 管 挿 管 6 5 5 16

薬 剤 投 与 6 6 5 17

予防技術

資 格 者

防火査察 1 2 7 2 1 13

消防用設備 1 1 1 3

危 険 物 1 1

運

転

免

許

大 型 免 許 1 16 17 15 5 54

中 型 免 許 7 7

中 型（８㌧） 1 16 17 4 38

大 型 特 殊 0

大 型 二 種 1 1

普 通 免 許 1 16 17 15 7 14 70

大 自 二 輪 3 5 3 2 13

普 自 二 輪 8 8 6 4 1 27

小 型 船 舶 1 5 11 2 1 20

陸 上 無 線 技 士 1 16 17 15 7 10 66

航 空 無 線 技 士 2 2

危 険 物 取 扱 者 1 13 15 13 4 2 48

消 防 設 備 士（乙） 8 2 10

衛 生 管 理 者 2 1 1 4

潜 水 士 10 17 14 7 4 52

日 赤 水 上 員 7 6 13

玉 掛 主 任 者 1 10 4 8 23

小型移動式クレーン技能講習 12 15 4 1 32

クレーン特別教育 1 7 8 16

小 型 ボ イ ラ ー 1 1

高 圧 ガ ス 1 1

スキューバープロ 2 2

ア ー ク 溶 接 1 1

ア マ チ ュ ア 無 線 1 6 2 9

職 員 数 1 16 17 15 7 14 70

（単位：人）
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⑾　平成29年度一般会計歳入歳出予算（当初）

ア　歳　入

款 本年度予算額 前年度予算額 比　　　　較

１ 分担金及び負担金 1,719,309 1,756,115 △36,806

２ 使用料及び手数料 51,848 53,993 △2,145

３ 国 庫 支 出 金 12,625 0 12,625

４ 県 支 出 金 0 800 △800

５ 財 産 収 入 1,146 837 309

６ 寄 付 金 1 1 0

７ 繰 越 金 1 1 0

８ 諸 収 入 12,794 6,577 6,217

９ 組 合 債 0 0 0

歳 入 合 計 1,797,724 1,818,324 △20,600

イ　歳　出

款
本年度

予算額

前年度

予算額
比　較

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一般財源

国庫支出金 地方債 その他

１ 会 議 費 867 835 32 867

２ 総 務 費 97,565 92,974 4,591 97,565

３ 民 生 費 46,303 40,284 6,019 98 46,205

４ 衛 生 費 932,535 924,732 7,803 56,743 875,792

５ 消 防 費 644,710 663,087 △18,377 12,625 7,535 624,550

６ 公 債 費 68,744 89,412 △20,668 68,744

７ 予 備 費 7,000 7,000 0 7,000

歳 出合計 1,797,724 1,818,324 △20,600 12,625 0 64,376 1,720,723

（単位：千円）

（単位：千円）
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区分

市町別

一般会計予算

（千円）

消防費予算

（千円）

消 防 費 内 訳 一般会計と
消 防 費 の 
比 率（％）

常　備
（千円）

非常備等
（千円）

その他
（千円）

水 俣 市 14,605,216 411,718 290,606 80,683 40,429 2.8

芦 北 町 9,752,000 377,543 255,109 68,193 54,241 3.9

津奈木町 2,955,000 102,856 79,245 15,937 7,674 3.5

合 計 27,312,216 892,117 624,960 164,813 102,344 3.3

⑿　平成29年度市町別予算と消防予算（当初）


